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１ 基本計画策定の趣旨 
名古屋市博物館開館後の約40年間で、世の中はIoT・ビッグデータ等の技術革新が

進むとともに、価値観やライフスタイルの多様化及びグローバル化などにより人・

物・社会の在り方が大きく変化する中、歴史・文化の調査・研究の中でも新たな発見

が続いている。 

一方で、高度経済成長に合わせて整備された公共施設の老朽化は日本全体で課題と

なっている。 

このような状況の中で、名古屋市博物館として、開館当初の基本理念を踏まえつつ、

時代の変化に即した博物館に生まれ変わり、市民や来訪者の学習の意欲・関心を高め

るとともに、より一層親しまれる博物館となるため、名古屋市博物館の魅力向上基本

計画を策定するものである。 
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２ 現状の把握 
（１）現状 

ア 名古屋市博物館の概要 

表 1 概要表 

区  分 内       容 

所 在 地 名古屋市瑞穂区瑞穂通1丁目27番地の1 

敷地面積 15,100.39㎡（東側敷地2,489㎡ 北側敷地1,000㎡は除く） 

敷地条件 

用 途 地 域  第1種住居地域、商業地域、近隣商業地域 

建 ぺ い 率  
第1種住居地域60％、商業地域80％、 

近隣商業地域80％ 

容 積 率 
第1種住居地域200％、商業地域400％、 

近隣商業地域200％ 

埋 設 物 
瑞穂配水場施設（配水池、埋設水道管等）、 

防火水槽等 

そ の 他 

防火地域、準防火地域、31m高度地区、 

絶対高31m高度地区、緑化地域、 

都市機能誘導区域、居住誘導区域 

既存建物 

建 築 面 積  3,869.52㎡ 

延 床 面 積  18,821.59㎡ 

建 築 構 造  鉄骨鉄筋コンクリート造、地上4階、地下2階 

駐 車 台 数  74台（うち障害者用2台） 

開 館 昭和52（1977）年10月1日 

常設展示改装 平成元（1989）年7月 
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図 1 敷地図 

 

 
 

 

  

瑞穂配水場地上施設 
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イ 名古屋市博物館の強み 

（ア）立地 

名古屋市博物館の周辺は、名古屋市立大学をはじめとした大学や学校、マンショ

ンや住宅が多く、文教・住宅エリアとなっている。 

交通の面では、名古屋市営地下鉄桜通線で名古屋駅をはじめとする都心各駅へ乗

り換えなく行くことができ、また名古屋市道名古屋環状線で都心部や市内各所とつ

ながっていることから、名古屋市博物館へのアクセスの利便性はもとより、市内回

遊の拠点としての高いポテンシャルを持っている。 

 
図 2 路線図 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 3 周辺地図 

 

          
 

                         
1 名古屋市博物館 HP 転載 
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（イ）44年間の活動の蓄積 

昭和52（1977）年の開館以来、44年間の継続的な活動によって市民や観光客ら数

多くの人々に利用されてきた。また、数々の教育普及活動を通し、事業活動のノウ

ハウを蓄積してきた。 

 

ａ 来館者実績 

44年間の累計で約2,597万人（令和2（2020）年度末）の来館者が訪れている。 

 
表 2 来館者数 

（単位：人）         

区   分 来館者数 

累   計 25,972,611 

令和 2（2020）年度 118,583 

令和元（2019）年度 488,772 

平成30（2018）年度 378,638 

平成29（2017）年度 547,975 

平成28（2016）年度 455,250 

 

ｂ 展覧会活動 

表 3 展覧会の実績 
 

【アンコール・ワットへのみち】 【挑む浮世絵 国芳から芳年へ】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スヌーピーミュージアム展】 【ゲーセンミュージアム】 

  

©押切蓮介 
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ｃ 教育普及活動 

名古屋市内の小中学校及び大学と連携しながら、学校における博物館の活用促進

や学生の歴史学習意欲の向上を目的に、「出前歴史セミナー」「なごやのうつりか

わり体験事業」等を実施するとともに、「職場体験・訪問の受け入れ」、「博物館

実習生の受け入れ」を行っている。 

また、一般向けに「はくぶつかん講座」を開催するとともに、他の自治体・研究

機関等で実施される講演会等について、依頼に基づき職員を派遣している。 

 
表 4 教育普及活動の実績 
 

出前歴史セミナー 
なごやのうつりかわり 

体験事業 
はくぶつかん講座 

 

 

  

 

 

（ウ）収蔵資料 

ａ 館蔵資料 

歴史系総合博物館として、考古・美術工芸・文書典籍・民俗の4分野を主として、

国指定重要文化財7点を含む約27万点の館蔵資料を保有している。 

 
表 5 国指定重要文化財 

区   分 種別 

秋草鶉図屏風 絵 

魚波文瓶子 工芸 

三宝絵 書 

太刀 銘「国泰」 工芸 

太刀 銘「行平作」 工芸 

太刀 銘「雲生」 工芸 

黒楽茶碗「時雨」 工芸 
 

写真 1 秋草鶉図屏風         写真 2 三宝絵    写真 3 黒楽茶碗「時雨」 
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ｂ 受託資料 

市内外の寺社や個人などから、約5万点の郷土や日本の歴史文化を物語る重要資

料を後世に伝えるために預かり、展示や研究に活用している。 

 

表 6 国宝 

      区   分 種別 

古事記 書 

漢書食貨志第四 書 

琱玉集 書 

 
表 7 国指定重要文化財 

区   分 種別 

過去現在絵因果経 絵 

七寺一切経、唐櫃 書 

騎馬武者像 絵 

無住道暁筆文書 書 

四季山水図屏風 絵 

樵隠悟逸墨蹟 書 

寸松庵色紙 書 

袈裟襷文銅鐸 考古 

千手観音二十八部衆像 絵 

聖宝像 絵 

短刀 銘「了戒」 工芸 

二河白道図 絵 

地蔵菩薩立像 像内納入品 彫刻 

愛染明王坐像 彫刻 

 
写真 4 古事記（大須観音宝生院蔵） 写真 5 愛染明王坐像（甚目寺蔵） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
写真 6 四季山水図屏風（真宗大谷派名古屋別院蔵）  

 

 

 

 

  



8 

 

ウ 名古屋市博物館をめぐる状況 

（ア）市民のニーズ 

市民や来館者のニーズを整理するため、平成29（2017）年度に「名古屋市博物

館・美術館に関するアンケート」を実施したほか、特別展開催時にも来館者アンケ

ートを実施した。それらの結果をもとに、市民や来館者ニーズから見た魅力向上の

方向性を次のように整理した。 

 

ａ 常設展示の充実 

当館に対する市民の認知率や来館経験率は高いものの、20代から30代の若年層や

ファミリー層に新規開拓の余地がある。なかでも若年層（10代も含む）は、常設展

を目的として来館する比率が他の年齢層に比べて高いのが特徴となっている。常設

展示を当館の独自性創出の核とするとともに、若年層の来館を促し、継続的な来館

につなげるためにも、常設展示の魅力をさらに高めていく取り組みが求められる。 

 

ｂ 企画・特別展の充実 

当館を訪れる市民の80%がリピーターとなっており、すべての年齢層において、

「特別展・企画展の観覧」が来館目的の一位となっている。市民が当館に期待する

ことでも、国内外や地域の「文化財を観覧する機会の充実」が上位を占めており、

市民ニーズへの対応、来館促進の両面から、特別展・企画展のさらなる充実が求め

られている。 

 

ｃ 体験性・エンターテインメント性の強化 

当館では20代から30代の来館経験率が他の年齢層と比較して低いことが課題とい

える。一方で来館経験のない層の多くは、当館が取り組むべき事業として「体験型

の事業」を挙げている。また20代から30代の多くがエンターテインメント性のある

施設を期待している。幅広い年齢層の期待やニーズに応え、親しまれる施設となる

ために、魅力ある常設展示や充実した特別展・企画展を通じてさまざまな文化に出

会う場の提供を基本としながら、体験性やエンターテインメント性の強化を図って

いくことが求められる。 

 

ｄ 施設におけるホスピタリティの向上 

当館において充実が期待される施設として、くつろげる施設やバリアフリー環境、

広くて見やすい展示会場、子どもにもわかりやすい展示品の説明など、すべての市

民が快適に楽しめ、学ぶことができる施設が挙げられている。当館施設は昭和52

（1977）年の開館から40年以上が経過しており、時代のニーズに合わせた施設の更

新・充実により、ホスピタリティの向上を図ることが求められている。 

 

ｅ 積極的な情報発信 

博物館全般に興味がない市民が多いこと、展覧会などの情報が市民に伝わってい

ないことが、来館促進を図る上での大きな課題となっている。常設展示の魅力向上

や特別展・企画展の充実と合わせて、積極的な情報発信を行うことで、普段は博物
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館に行かないような層の興味・関心を引き、来館を動機づけていくことが求められ

ている。 

 

（イ）展示手法の変化 

近年の展示施設づくりでは、来館者自らの自発的知的活動が意識されるようにな

った。 

・資料が並んだガラスケースを見るだけではなく、「体験型」、「体感型」とい

った来館者が能動的に参加できる展示手法が増えた。 

・映像や情報機器などの発展に伴い、体感的な展示が博物館で取り入れられるよ

うになった。 

・VR2、AR3、MR4といった、コンピューター上で仮想的に作られた世界を現実の世

界と組み合わせて情報を伝達するなどの新しい技術が生まれ、これらも展示手

法として取り入れられるようになった。 

・対話型で理解を育む展示手法も増えた。 

 

（ウ）災害への対応 

阪神大震災、東日本大震災、頻発する水害などから、人や資料を守る必要性が再

認識され、危機管理が厳しく問われるようになった。 

 

（エ）感染症への対応 

公益財団法人日本博物館協会では「博物館における新型コロナウィルス感染拡大

予防ガイドライン」を策定し、その有効活用を推奨している。今後の感染症の動向

を見据えた上で、必要に応じてこれを参考にし、対応を行うものとする。 

一方で、感染防止のために家で過ごす人を対象に、多くの博物館や美術館がイン

ターネットを活用した展示資料の紹介、体験プログラムの提供などを実施した。今

回の機会によって得られた経験を、展示施設と来館者の新たな関係づくりのために

積極的に活用しようとする施設もある。そのような動向を視野に入れた教育普及活

動や情報発信を実施することが望ましい。 

 

（オ）関連する名古屋市の計画等 

本市では、令和8 (2026)年の第20回アジア競技大会の開催と令和9 (2027)年のリ

ニア中央新幹線の開業を本市が大きく飛躍するチャンスととらえたまちづくりが進

められている。 

国内外を結ぶネットワークの中心として、独自の魅力にあふれた国際都市の実現

が求められる中、本市における歴史・文化拠点として当館に期待される役割もます

ます大きくなっていくものと考えられる。 

 

                         
2 Virtual Realityの略称で「仮想現実」を意味する。 
3 Augmented Reality の略で「拡張現実」を意味する。 
4 Mixed Realityの略で「複合現実」を意味する。 
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ａ「名古屋市総合計画 2023」（令和元(2019)年 9月） 

《歴史的遺産を活用して本市独自の魅力を創造し、世界に発信》 

リニア中央新幹線の開業による巨大経済圏「スーパーメガリージョン」の誕生を

見据え、「新しい時代にふさわしい豊かな未来を創る！『世界に冠たるNAGOYA』へ」

を方針とするまちづくりが計画されている。「名古屋市総合計画2023」では、目指

すべき都市像のひとつとして、「魅力と活力にあふれ、世界から人や企業をひきつ

ける、開かれたまち」が設定され、「歴史・文化芸術に根ざした魅力向上をはかる

とともに、市民による魅力発信を促進する」こととされている。その実現に向けて、

歴史的遺産を活用した名古屋独自の魅力づくりを推進することとされ、その事業の

ひとつとして当館の魅力向上計画が位置づけられている。  

 

ｂ「第 3期名古屋市教育振興基本計画」（平成 31(2019)年 3月） 

《市民の学びのニーズに応え、本市の文化の魅力を創造・発信》 

「日本で1番子どもを応援するマチ ナゴヤ」の実現を目指して、「夢に向かって

人生をきり拓くなごやっ子の育成」を基本理念とした施策・事業に取り組んでいる。

「生涯を通じた学びの支援と、名古屋に人を惹きつける文化の魅力の創造・発信」

が計画の基本的方向に設定され、「博物館・美術館・科学館の魅力を磨き上げ、発

信」する施策の重点事業に「博物館の魅力向上」が位置付けられている。また、博

物館は、学校教育との連携強化を図り、子どもたちに「さまざまな体験・経験機会」

を提供することとしている。 

 

ｃ「名古屋市歴史文化基本構想」（平成 29(2017)年 3月） 

《地域の文化財を「知る」「伝える」「活かす」活動の場》 

本市の文化財を未来に伝え、活かしていくことを目指し、市内全域に広く分布す

る文化財を、熱田神宮や名古屋城などの「名古屋を代表する文化財」と、地域に残

された石造物などの「身近なまちの文化財」の2つの視点でとらえた構想を推進し

ている。  

「名古屋を代表する文化財」については、適切な保存・継承と積極的な公開・活

用を進めるとともに、「身近なまちの文化財」については、地域の人や小中学生な

ど、さまざまな担い手とともに、“私たちのまちの文化財「知る」「伝える」「活

かす」”を保存活用方針とした取り組みを推進することとしている。 

 

ｄ「名古屋市文化芸術推進計画 2025」（令和 3 (2021)年 10月） 

《文化芸術が活きるまち・芸どころ名古屋 文化芸術の灯を守り輝かせ、豊かな未

来を創造する》 

幅広い市民が文化芸術に親しみ、文化芸術活動や文化・歴史資源を磨き、しっか

りとした推進体制や文化施設がそれらを支え、文化芸術をまちづくりに活かしてい

く「文化芸術が活きるまち ・芸どころ名古屋」としての取り組みを積極的に推進

している。  

 

  



11 

 

ｅ「名古屋市観光戦略」（平成 31(2019)年 3月） 

《武家文化、武将を軸に本市の魅力を発信》 

訪日外国人旅行者の急増など、観光をとりまく環境が大きく変化していることを

踏まえ、「世界中の人が行き交う交流都市・名古屋へ」を基本理念とした戦略を推

進している。「名古屋城をはじめとした歴史観光の推進～歴史文化・武家文化がい

きづく名古屋～」を施策の柱に位置付け、名古屋城の魅力向上、名古屋城を核とす

る歴史・文化魅力軸のプロモーション、武将観光の推進、歴史的資源の魅力発信を

行うこととされている。 

 

ｆ「名古屋市アセットマネジメント基本方針」（平成 21(2009)年 3月） 

《成熟社会における公共施設のあり方》 

成熟社会における公共施設の整備、保全のあり方として、既存ストックの有効活

用、民間活力の活用が示されている。基本理念は以下の3点である。 

・保有資産を有効活用し、公共施設の維持管理を効率的に行うとともに、コストの

平準化・抑制を図る。 

・公共施設の計画的な維持管理によって、市民へ安心・安全はじめ適切なサービス

を提供する。 

・保有資産の有効活用にあたっては、「環境首都なごや」および「災害に強いまち」

を目指すとともに、「少子高齢化社会」などへの対応の観点から、今後のまちづ

くりと一体的に取り組む。 

 

（カ）博物館の計画に関わる施策等 

ａ 博物館の設置及び運営上望ましい基準（平成 23 (2011)年 12月 20日） 

博物館法第 8 条の規定に基づき文部科学省が策定したもの。資料の収集、保管、

展示や職員、施設及び設備等に関する内容のほか、運営状況に関する点検及び評価

などについての記載がある。 

 

ｂ 「多様なニーズに対応した美術館・博物館のマネジメント改革のためのガイド

ライン」（平成 30(2018)年 7月文化庁） 

美術館・博物館において、社会から新たに求められる多様なニーズへの取組を選

択し進める際の指針とするためのガイドブックである。 

多様なニーズへの対応方針として、①多言語対応、②開館時間の延長、③ユニー

クベニュー促進、④バリアフリー化の促進、⑤学校教育との積極的な連携、⑥先端

技術を活用した文化財や美術品等の魅力発信、⑦関係機関との連携による新たなま

ちづくりや観光に関する取組の推進が示されている。 

また多様なニーズへ対応した運営の方針として、①目標設定、評価、フィードバ

ック（PDCAサイクルの構築）、②多様なニーズへの対応に必要な体制整備、③新た

な事業運営における IT 活用、④多様な財源確保・民間活力を活用した事業運営が

示されている。5 

                         
5 文化庁「多様なニーズに対応した美術館・博物館のマネジメント改革のためのガイドライン」（平成 30 

年 7月文化庁）https://www.bunka.go.jp/seisaku/bijutsukan_hakubutsukan/shien/pdf/r1389426_01.pdf 
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ｃ 世界的な博物館の再編と意義の明確化 

日本で初めて開催された国際博物館会議（ICOM）京都大会で、博物館の定義を45

年ぶりに大幅に見直すための検討が行われるなど、世界的な博物館の再編の中で、

社会教育施設としての意義を明らかにする必要性が高まった。6 

 

（キ）持続可能な開発目標（SDGs）7 

持続可能な開発目標（SDGs）とは、平成27（2015）年9月の国連サミットで「加

盟国の全会一致で採択された『持続可能な開発のための2030アジェンダ』に記載さ

れた、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標のこと」で、「17の

ゴール・169のターゲットから構成され、地球上の『誰一人取り残さない（leave 

no one behind）』こと」を誓っている。またSDGsは「発展途上国のみならず、先

進国自身が取り組むユニバーサル（普遍的）なもの」とし、日本としても積極的に

取り組んでいる。 
 

図 4 持続可能な開発目標（SDGs）8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                         
2021年 11月 16 日確認 
6 ARTLOGUE ホームページ「国際博物館会議（ICOM）京都大会 2019 複雑化・多様化する社会にどうすれば貢

献できるのか。博物館の役割を問い直す」より抜粋

https://www.artlogue.org/node/8541#:~:text=%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E3%81%AEICOM%E8%A6%8F%E7%B4%84%E3%

81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B,%E3%81%A8%E3%80%81%E5%AE%9A%E7%BE%A9%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6

%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 2021年 11月 16 日確認 
7 外務省ホームページ https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html より引用 2021

年 11 月 16日確認 
8 国際連合広報センター

https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030age

nda/sdgs_logo/ 
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３ 課題 
これまでの活動を継続し、より一層の充実を図っていく上での課題を整理する。 

 

（１）建物・設備の老朽化 

・耐震性能が文化財の確実な保管に求められるIs値0.7に達しない部分がある。 

・屋上防水層が経年劣化している。 

・照明、空調等の機械設備や配管・配線などが老朽化している。 

・バリアフリー、ユニバーサルデザインへの配慮が不十分な状態となっている。 

 

（２）展示室の狭あい化・陳腐化 

・平成元（1989）年度の展示更新を最後に全体的な展示更新を行っておらず、調査

研究の成果や最新の情報の反映が不十分な状態となっている。 

・現在の展示手法が陳腐化し、子どもたちが楽しく学べる要素にかけている。 

・展示面積が不足しており、展示できる資料が限定的になっている。 

 

（３）収蔵庫の狭あい化・機能不足 

・資料保管のための容量が不足している。 

・様々な材質の資料ごとの温湿度管理がなされていない。 

・文化財IPM（総合的病害虫管理）の対策が不足している。 

 

（４）学習機能の充実・資料の公開 

・資料や調査研究活動の成果等について、情報のデジタル化及びデータベース化が

未整備であり、情報公開のインフラが整えられていない。 

・博物館が収集している図書を市民が利用できる状態になっていない。 

 

（５）地域の活性化 

・日本庭園・屋外展示場の利用が少ないため、博物館の前庭としての景観を保ちつ

つ、周囲のまちづくりのニーズを満たす活用が求められる。 

・東側・北側敷地を含め、敷地の一体的な活用により、博物館・地域の賑わいを創

出することが求められる。 
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４ 名古屋市博物館の魅力向上の取組の方向性 
（１）名古屋市博物館が果たすべき役割・使命 

名古屋市博物館の基本理念およびこれまでの40年にわたる活動実績と社会情勢を踏

まえ、名古屋市博物館が今後果たすべき使命を以下のように設定する。 

 
図 5 役割・使命 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）新しい名古屋市博物館の姿 

ア 魅力向上のコンセプト 

今後果たすべき使命を踏まえ、魅力向上のコンセプトを以下のように設定する。 

 
図 6 魅力向上のコンセプト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅰ 名古屋の歴史・文化を伝え、子どもたちをはじめ市民の主体的な 

学びに資する博物館 

 
Ⅱ 地域に立脚しながら、日本・世界の多様な文化への共感と理解を 

育む博物館 

 
Ⅲ 歴史・文化とひと・まちをつなぐ、交流・創造拠点として、持続して 

運営する博物館 

名古屋の歴史文化から 

「未来をつくる博物館」 
 

市民の未来 名古屋の未来 博物館の未来 
子どもたちをはじめ、
幅広い市民が主役と 
なってともに学び、 
ともに未来を描く 

名古屋の歴史・文化を 
継承するとともに、多様
な主体と連携しながら 
新たな文化を創造する 

 
 

すべての人に開かれた 
新たな博物館のあり方、 

役割を先進的な取り組みを 
通じて実現する 
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イ 利用者像（ターゲット） 

利用者として以下の3つのターゲットを設定する。 

 

（ア）メインターゲット ─名古屋市民（幼児～高齢者） 

《市民の誇りと生きる力を育む、楽しくためになる学習の場を提供する》 

・名古屋の歴史・文化の魅力にふれ、地域への愛着や誇りを育むとともに、地域や

家族の歴史の学習、現代に生きるヒントや課題解決など「生きる力」を育む場と

なることを目指す。 

・居心地の良い場所として、日常的に活用できる居場所となることも重視する。 

 

（イ）戦略ターゲット ─若年者層・ファミリー 

《身近な居場所として気軽に通い、成長に応じて親しめる交流の場を提供する》 

・メインターゲットの名古屋市民のうち、特に、若年者層、ファミリーを戦略ター

ゲットとし、今まで来館していなかった層も含めて新しい利用者を取り込む。 

・子どもたちに放課後や休日に利用してもらうなど、地域の人々にとって身近な居

場所として、日常的に通ってもらえる場となることを目指す。 

 

（ウ）サブターゲット ─来街者（観光・商用）、外国人観光客 

《名古屋体験のゲートウェイとして、市民とともに名古屋市の魅力を広く発信する》 

・日本史・世界史への展望をもって地域に点在する歴史・文化資源をつなぎ、多面

的にその魅力を取り上げることで、広域の観光の玄関口としての役割を担う。 

・観光客、インバウンドを広く呼び込み、出張や観光の際に足を運んでもらえる場

となることを目指す。 

 
図 7 ターゲット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若年者層・ファミリー 

名古屋市民（幼児～高齢者） 
来街者（観光、商用） 

【戦略ターゲット】 

【メインターゲット】 【サブターゲット】 

外国人観光客 
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ウ 活動の基本方針 

使命を実現するために、博物館運営の基本的な方針として、次の５本の柱を立てる。 

 
図 8 基本方針、機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 名古屋の魅力や価値を再構築し、未来へと

継承する 

・開館以来、40年以上にわたり集積され、またこれから収

集する歴史・文化資料や情報を市民の公共財として位置づ

けて保管・継承し、そこから明らかになる名古屋の歴史・

文化の価値を高め、伝える活動を継続していくことを博物

館の核となる事業として位置付ける。 

・歴史・文化資料の価値や背景から名古屋ならではの独自性

のある「物語」を紡ぎ、知的好奇心を刺激するストーリー

性の高い情報の発信に努めるとともに、名古屋の魅力を国

内外に広く発信していく。 

３ 人を育てる、人に育まれる 

・歴史・文化に立脚した郷土への愛着と世界への広い視野を

持った未来創造の担い手となる子どもをはじめとする市民

の育成に貢献する。また、生涯にわたって博物館に親し

み、市民が主役となって力を発揮しやすい仕組みづくりに

より、人とともに成長する博物館を目指す。 

４ 人々の交流を創出し、地域づくりに貢献する 

・人々の交流や関連機関等とのネットワークをより活性化

し、博物館を核とした地域づくりのモデルとなる取り組み

を行う。また、敷地全体、さらに桜山エリア全体の魅力向

上を図り、市域全体のシンボルになる施設を目指す。 

５ 人に優しく、社会状況にあわせて、持続的に

運営する 

・現代における課題や社会状況に柔軟に対応しながら博物館

のあるべき姿を追及し、すべての人に開かれ、親しまれる

博物館として、発展的に成長できる仕組みや仕掛けを構築

する。 

機 能 基本方針 

２ 歴史・文化資料から“物語”を紡ぎ、知的 

好奇心を刺激する 

資料収集・保管機能 

展示機能 

学習支援機能 

交流・連携機能 

アメニティ機能 

調査・研究機能 
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５ 建物・設備の改修方針 
老朽化が進む建物・設備について、全面的なリニューアルを実施し、施設の長寿命

化を図るとともに、博物館の機能を強化する。工事の際、資料はすべて館外へ退避す

る。 

設備のリニューアルにあたっては、LED照明や省エネルギーに配慮した各種設備機

器の導入を検討し、長寿命化とともに環境負荷の低減にも十分配慮する。 

改修にあたっては「文化財公開施設の計画に関する指針」及び各種法令に準拠する。 

 

 

（１）資料保管機能の強化 

ア 収蔵庫の面積拡大（本市の考え方、今後の見込み） 

・令和2（2020）年時点において、資料の収蔵床面積は約2,800㎡となっている。こ

れまでの資料の増加率から将来の収蔵面積を予想すると、更なる40年後の2060年

においては約5,200㎡の収蔵能力の確保が必要な見込みとなっている（図9参照）。 

・現状の施設において収蔵庫は既にほぼ満載状態であり、収蔵庫に入りきらない資

料が各種作業室や倉庫スペースにも保管され、新たな収集や整理作業に支障が生

じている状況である。資料保管スペースの確保は喫緊の課題であり、本再整備事

業の中核機能として収蔵庫面積拡大に最大限配慮した計画とする。 

 
図 9 収蔵面積の実績と予測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 本館外収蔵庫の検討 

・本館の再整備だけでの確保が困難な収蔵スペース（将来収集資料分も含む）につ

いては、別途館外に確保することを検討する。 
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ウ 収蔵環境の強化 

・築40年以上経過し老朽化の進んだ設備を更新するとともに、今後の更新にも配慮

した機械室の配置とする。 

・バックアップ機能を整備し、機械の故障時も収蔵庫環境を維持できるよう配慮す

る。 

・貴重な資料を今後40年にわたり安全かつ安定した状態で保管・継承するために、

収蔵庫を中心とした資料保管環境の向上を図る。資料種別に応じたより最適な温

湿度環境を構築し、収蔵庫の内装材や建具も断熱性・気密性・調湿性並びに防火

性・防犯性に優れた仕様での整備を実施する。また近年の文化財IPM（総合的病

害虫管理）の考え方に則り、虫菌害の発生抑止に配慮した計画とする。 

 

エ 耐震補強 

・名古屋市の用途別改修目標（診断要領（令和2年4月）住宅都市局）では、「大地

震により、構造体の部分的な損傷は生じるが、建築物全体の耐力の低下は著しく

生ぜず、人命の安全確保が図られているレベル（現行の耐震設計程度）を目標と

する」とある。 

・公開承認施設の承認を受けるにあたり、被災害時の資料の避難場所としての機能

が求められることから、Is値0.7以上とする。 

 

オ 浸水対策 

・浸水リスクのある地下収蔵庫に関しては、最新のハザードマップや東海豪雨での

実績を踏まえ止水設備の追加設置並びに排水設備の強化を行う。また直上が漏水

リスクのある陸屋根となっている4階収蔵庫に関しては、屋上防水層及び雨水排

水設備の再整備を行うと共に、点検・メンテナンス性に十分に配慮した計画とす

る。 

 

（２）調査・研究機能の強化 

ア 資料の充実 

・博物館の魅力の根本は資料であるという認識のもと、名古屋を中心とする尾張地

域に関わる資料および日本の歴史・文化の標準となる資料を寄贈、寄託、購入等

により収集する。特に、戦略的な資料収集を購入により行うため、新たな仕組み

や美術品取得基金等を有効活用することを検討する。 

 

イ 資料システムの開発 

・本館改修に伴う資料の搬出入を確実に把握するため、資料システムを作成し、デ

ータベース上で管理する。 

・現在個別の書類で行っている博物館資料に関わる業務を資料システムに一元化す

ることで、より適切に保管・管理・活用できるようにする。 

・資料システム上に、画像や研究成果などの情報を蓄積することで、博物館資料の

価値を増大させる。 

・資料システムの一部を公開することで、世界に調査研究の成果を発信するととも

に、市民や外部研究者による資料の利用を促進する。 



19 

 

ウ 必要面積の確保と設備の充実 

・写真室の設備の充実を行う。 

・資料情報やデータ管理のための資料管理システム室を設ける。 

・外部研究者等の特別利用に対応するため閲覧室の新設を行う。 

 

（３）展示機能の強化 

ア 常設展示室について 

（ア）展示方針 

・今の私たちが生きる社会を形作ったものとして名古屋を中心とする尾張地域の歴

史や文化を提示し、過去の営みから来館者が未来を考えるきっかけとなる展示を

目指す。 

・過去に生きた人々の営みや体温を身近に感じられるような展示手法を用いて、来

館者の心におどろき・発見・感動を提供する。 

 

（イ）展示空間の拡大 

・体験型や体感型の展示を導入していく上で、現在の常設展では空間的な制約が多

い。 

・現在の常設展示室は天井高が3.5mしかなく、大型資料を展示することができない。

改修にあたっては、展示設計と設備設計を調整し、大型資料の展示が可能な天井

高を確保する。 

・現在の常設展示室は約1,868㎡であるが、他の大都市に所在する歴史系総合博物

館の常設展示室平均面積は2,361㎡である。名古屋市としてふさわしい規模の展

示を行うために、可能な限りこの面積を確保する。 

 
表 8 他都市との面積比較 

 

区 分 博物館名 
常設展示室面積

（㎡） 

延床面積 

（㎡） 

札幌市 北海道博物館 3,011 12,947 

仙台市 仙台市博物館 1,350 10,833 

横浜市 神奈川県立歴史博物館 2,922 10,565 

横浜市歴史博物館 2,799  9,269 

京都市 京都文化博物館   808 15,827 

大阪市 大阪歴史博物館 4,099 23,606 

神戸市 神戸市博物館 1,781 10,073 

福岡市 福岡市博物館 2,121 16,921 

平均面積 2,361 13,751 
 

名古屋市 名古屋市博物館 1,868    18,821.59 
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（ウ）展示環境の向上 

・平成元（1989）年の改装で整備された展示ケース、照明設備等を使用し続けてい

るため、鑑賞環境や展示品の保管環境が現在の水準に対して大きく遅れを取って

いる。 

・展示ケース、照明設備等を更新し、鑑賞環境や展示品の保管環境を向上させる。 

 

（エ）展示内容の更新 

・平成元（1989）年に改装された現在の常設展は、当時の考え方に基づき、自由動

線、実物資料中心の内容となっているが、近年では展示のストーリー性や体験・

体感要素が強く求められるようになっている。 

・改修にあたっては、実物資料展示の良さを継承しつつ、ストーリー性や体験・体

感要素をバランス良く取り入れることで、メリハリのついた展示内容とする。 

 

ａ 展示構成 

常設展は、尾張地域の歴史をひもとく「通史展示」、祭礼や年中行事などを紹介

する「歳時記展示」、博物館の所蔵資料や研究成果などを紹介する「特集展示」で

構成する。 

 

①通史展示 
・名古屋を中心とする尾張地域の歴史を、時代別に6つの大テーマに分けて紹介す

る。また、名古屋築城によって地域の成り立ちが大きく変化したことに注目し、

各大テーマを、概ね名古屋築城までを取り扱う第1部と、名古屋築城以降を取り

扱う第2部に編成する。 

・ストーリー性を構築するために、通史展示全体のオープニングとエンディングを

設ける。また、各大テーマの冒頭には、そのテーマを象徴する導入展示を配置し、

テーマの切り替わりを印象づける。 

・第1部と第2部の間には、異なる性格の展示を挿入し、来場者の気分転換を促す。 

 

②歳時記展示 
・名古屋の祭礼や年中行事、風物詩などを一年のサイクルとして季節毎にまとめ、

人々の社会生活や精神生活の様子を紹介する。 

・山車「雷車」を展示し、名古屋の祭礼文化を特徴づけている山車について紹介す

る。 

・展示替えコーナーを設け、来場者が観覧にあたって季節感を味わうことができる

ようにする。 

 

③特集展示 
・調査研究や資料収集などの成果に基づいて定期的に展示替えを行い、博物館によ

る最新の活動状況を紹介する。 

・全国的な基準資料や研究者・収集家のコレクション、地域の寺社に伝来した文化

財など魅力的な資料を自由な視点で紹介する。 
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※床面地図 
・名古屋市全体を収めた空撮写真に地名・施設名などを追加して床面に展開し、市

域のすがたを紹介する。来館者が気軽に楽しめるよう、ロビーに設置する。 

 
図 10 展示構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ 展示手法 

・豊富な所蔵資料を活用し、貴重な実物資料を間近に鑑賞、観察することができる

ケース展示を基本とする。特に、「黒楽茶碗 銘 時雨」（重要文化財）や、「百

花文七宝大壺」といった代表的な資料については、専用のスペースやケースを用

意し、常設で展示できるようにする。 

・複製資料、再現資料や造作による環境再現を行い、来場者が歴史的な空間を体感

できるようにする。 

・来場者がふれたり聞いたりすることができる展示を行い、体験を通して資料に対

する理解を深められるようにする。 

・実物を展示してあるだけでは理解しにくい古典籍などについて、内容をわかりや

すく読み解いたコンテンツを用意する。 

・良好な鑑賞環境と効果的な展示解説を両立するために、ICTを活用する。 
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イ 特別展示室について 

（ア）展示方針 

・名古屋・尾張の特色や魅力を伝えるため、収蔵資料などを活用しつつ、学芸員に

よる調査・研究の成果を発信する企画展を開催する。 

・大規模展にも対応できる展示室を活用して、国内外の歴史や文化を紹介する共催

展、特別展を開催する。 

・収蔵資料と国内外の優れた資料を活用した実物展示を行う。 

・多様な材質や大きさの資料や、重要文化財の資料に適応できる展示とする。 

 

（イ）面積の拡大 

・当館の年間入場者数は、平成6（1994）年度の1,008,812人をピークとして減少に

転じ、近年では40～50万人程度で推移している。また、年間入場者数の多くを特

別展入場者が占めていることが特徴である。 

・年間入場者数を増加するためには、話題性の高い巡回展を誘致することが効果的

である。当館の特別展示室面積は963㎡であるが、近年の主要な巡回展に求めら

れる展示室面積は2,000㎡級にまで大規模化しており、当館でもその規模に対応

できる展示室を整備する必要がある。そのためには、鑑賞環境を大きく損ねない

程度に展示品を密集させたとしても、最低限で1,700㎡の面積を確保する必要が

ある。 

 
表 9 現在大規模な特別展示室を有する歴史系博物館 

 

区 分 面積（㎡） 延床面積（㎡） 

東京国立博物館（平成館） 2,620 19,393 

京都国立博物館 2,070 13,831 

京都文化博物館 1,638 15,827 

福岡市博物館 2,307 16,921 

 

名古屋市博物館  963   18,821.59 

 

（ウ）可変性のある展示室の整備 

・大規模展以外にも、多様な展示規模に対応するため、展示室は複数室を整備し、

可変的に運用できるよう展示室間の動線を計画する。 

・多様な展示品に対応するため、壁面展示ケースのみならず、壁面展示ケースを塞

ぎ、展示室内を区画することができる展示用スライディングウォールを整備する。 

 

（エ）展示環境の向上 

・昭和52（1977）年の開館時に整備された展示ケースや照明設備等を使用し続けて

いるため、鑑賞環境や展示品の保管環境が現在の水準に対して大きく遅れを取っ

ている。 

・展示ケース、照明設備等を更新し、鑑賞環境や展示品の保管環境を向上させる。 
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ウ 時事展示室（仮称）について 

（ア）定義 

・博物館が行う常設展や博物館が実施主体（展示を行う実行委員会の構成団体とな

ることを含む）となる特別展のほかに、民間事業者等が実施主体となる市民ニー

ズに即した集客の見込める現代的な展示・イベント等を行うスペース。 

 

（イ）設置目的 

・民間の企画・運営力を活用しながら、今まで来館していなかった客層も含め、集

客力を高め、博物館活動との相乗効果を創出することで、博物館に新たな魅力を

付加することを目的とする。 

 

（ウ）特別展示室との比較 

表 10 時事展示室と特別展示室 

区 分 特別展示室 時事展示室（仮称） 

実

施

す

る

展

覧

会 

事業主催者 ・名古屋市博物館または博物

館を含む実行委員会 

・民間事業者または民間が主

体の実行委員会 

企画の主体 ・学芸員等 ・民間ディレクターまたは 

プロデューサー 

取り上げる 

ジャンル  

・歴史 

（世界・日本の古代～近現代） 

・考古 

・美術・工芸 

・文書・典籍 

・産業技術 

・生活文化（衣食住） 

・民俗 

・子どもの遊び 

・祭り 

・見世物 

・その他 

・マンガ 

・アニメ 

・イラスト 

・映画 

・ホビー 

・愛好家が多い〇〇 

・時宜に合わせた展覧会 

（例：オリンピック、〇〇周年

記念など） 

・その他 

資 料 等 ・国宝・重要文化財は、特別展

で展示する。 

・資料の著作権者や所蔵者が展

示会の開催にあたり、学芸員

の関与や展示室としての設え

等について要望する場合は、

特別展で展示する。 

・国宝・重要文化財の展示は行

わない。 

設 備 等 ・文化庁の指針に基づき重要文

化財を展示できる空間や設備

とする。 

・パネルやケースによる展示が

自由にできるように、可動式

の空間や什器を配置する。 

・音響や映像機器が設置できる

配線計画とする。防音壁とす

る。 
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（４）学習支援機能の強化 

ア ライブラリー 

・学習支援機能の強化のために、博物館が有する図書を市民が気軽に閲覧できるラ

イブラリーを設置する。 

・常設展示室に近い場所に配置し、展示への興味から来館者の学習意欲を向上させ

る。 

・開架書庫や閲覧テーブルを配置し、来館者が気軽に図録などを閲覧できるように

する。 

 

イ ワークショップ棟 

・従前、展示説明室で行っていたワークショップでは、特別展示室に隣接している

ことや、ワークショップを目的とした仕様になっていないことからプログラムに

制限があった。博物館本館とは別棟となる食堂棟をワークショップ棟とすること

で、土、火や水を使用するプログラムを行えるようにし、学習支援機能の強化を

図る。 

・土、火や水を使用したプログラムをはじめ、多様なワークショップを開催できる

よう整備する。 

・災害時における文化財レスキューの活動場所としても想定する。 

 

ウ ICT技術の活用 

・博物館に収蔵している資料は市民のものであるという考え方のもと、「いつでも、

誰でも、どこでも」資料にアクセスできる資料データベースを公開する。 

・データベースを館内のみならず、ジャパンサーチ9などと連携することで世界に

発信する。 

・市民や児童生徒らが主体的に学ぶことができるようなデジタルコンテンツを作成、

公開することで、市民の生涯学習に貢献する。 

・情報端末への展示情報の提供など、多様な来館者に対応できる解説システムを構

築する。 

 

  

                         
9 ジャパンサーチは、「書籍・公文書・文化財・美術・人文学・自然史/理工学・学術資産・放送番組・映

画など、我が国が保有する様々な分野のコンテンツのメタデータを検索・閲覧・活用できるプラットフォー

ム」として 2020年 8月に開設され、国立国会図書館がシステムを運用している。 

ジャパンサーチホームページ https://jpsearch.go.jp/about 2021年 11月 16日確認 
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（５）交流・連携機能の強化 

ア 敷地全体の賑わいの創出 

・前庭を本館と一体で整備し、敷地全体の魅力向上、賑わい創出を図る。 

・前庭は多様な活動やイベントに有効活用できる場として整備し、来館者の交流を

図る。 

 

イ 他館との連携 

・被災地の文化財を一時的に退避させる文化財レスキュー空間を設けることで、災

害時の連携強化を図る。本館の資料に影響を及ぼさないように文化財レスキュー

空間は本館外に設置する。 

・地域の歴史・文化・産業資源や博物館施設の情報を発信する情報コーナーを整備

する。 

 

（６）アメニティ機能の強化 

ア バリアフリー化の推進 

・新築時から40年以上経過し、当時と現在ではバリアフリーに関する考え方に変化

がある。この変化に対応するように改修を行う。 

・下記法令等を参考として施設全体のバリアフリー化を推進していく。 

  ・「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

     （バリアフリー法）」（国土交通省） 

  ・「Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン」 

    （公益財団法人 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 

2017年3月24日） 

  ・「人にやさしい街づくりの推進に関する条例施行規則」 

    （愛知県 平成十七年三月三十一日 規則第五十八号） 

  ・「福祉都市環境整備指針～人にやさしいまち名古屋をめざして～」 

（名古屋市 平成29年3月） 

 

イ 授乳室・おむつ替え室・キッズスペースの新設 

・保護者の性別に関わらずに利用できる授乳室、おむつ替え室を新設する。 

・リニューアルの方向性で示した利用者像で戦略ターゲットとした若年層ファミリ

ーの訪れやすい空間となるために、保護者が博物館を訪れた際に利用できるキッ

ズスペースを新設する。 

 

ウ 多言語対応 

・外国人の利用者が展示を観覧できるように、多言語対応を図る。 

 

エ 駐車場の拡大 

・駐車場を拡大することで、来館者の利便性を図る。 
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６ リニューアルの内容 
（１）敷地全体 

ア コンセプト 

ミュージアム・スクエア 
・本館、前庭、東側敷地、北側敷地を一体的に整備して敷地全体で賑わいを創出 

敷地全体を「ミュージアム・スクエア」と位置づけて前庭、東側敷地、北側敷地を有効活用することで、本館以外へも活動エリアを拡げ、利用者サービスや学習支援の充実を図るととも

に、市民をはじめ、幅広い世代の人々が気軽に訪れ、様々な楽しみ方ができる場として魅力を高める。 

・人々の交流や新たな来館者を呼び込み、博物館を中核とした地域づくりに貢献 

駅や周辺地域からのアクセスにも考慮して敷地全体の回遊性や賑わいを創出し、一体での魅力向上を目指すとともに、博物館を中核として、商店街、大学、周辺エリアとの連携によって、

まち全体のさらなる価値の向上を図る。 

 

（ア）敷地全体のゾーニング                                             （イ）活用・整備の方向性 

 

 

   図 11 改修前と改修後                                                      表 11 活用・整備の方向性 

区 分 活用・整備の方向性 

前 庭 

多彩なイベントや市民の憩いの場の創出 

・展覧会や地域の催事等に連動したイベント開催の

場、市民の日常的な憩い・交流の場として整備。 

・前庭と本館、隣接地との回遊性を高める動線で賑わ

いを創出。 

・駅からのアプローチや商店街など地域とのつながり

を強化。 

東側敷地 

東館(収蔵庫、ギャラリー、カフェ、キッズスペース

等)を整備 

・利用者サービスを充実させるための機能を整備。 

※本館改修を期限内に確実に行うため、一時的に建物

全体を収蔵庫として活用し、改修する。 

北側敷地 来館者の増加に対応した駐車場の整備 

食 堂 棟 

ワークショップ棟として改修整備 

・多様な体験プログラムを行える場として整備。 

・必要な水場等を備え、博物館と一体で活用できるよ

うにする。 

 

  

改修前 改修後 
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イ 広場検討案 

（ア）計画諸条件 

・駐車場 70台（障害者用 3台含む）          ・日時計移設 

・駐輪場 30台                    ・富士山滑り台の設置 

・流入弁室、点検室は残置               ・国旗掲揚塔 3基 

・地下構造物の上に建物を設置しない              

 

（イ）改修方針 

・博物館の来訪者だけでなく、近隣住民や周辺に来た人たちも気軽に立ち寄れる開放的な広場として計画。 

・敷地いっぱいに広がる大きな芝生広場として、博物館のリニューアルにふさわしい明るい雰囲気の空間とする。 

・起伏した芝生に点在してウッドデッキやベンチ、遊具等を設け、座ったり、寝そべったり、ごはんを食べたりなど、自由な過ごし方のできる憩いの場。博物館のメインアプローチとなる中

央通りでは、マルシェや音楽会などの人を呼び込むイベントも開催できるようにし、賑わいのきっかけとなる空間とする。 

 

図 12 現況図、配置計画図 
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ウ キャノピー検討案 

・博物館の導入部分となるような展示空間兼アプローチとして計画した。 

・キャノピー天井高さ：通路部分 3000㎜、車路交差部分 4750㎜ 

 
図 13 キャノピーイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

壁柱で屋根を支える構成。両側の視線を程よく隠す。 

壁面にはそれぞれ掲示や案内を設置。 

大きな壁面を活かして、壁の外側にも企画展の案内等を設置。 

両側展示案 

図 14 俯瞰イメージ 

図 15 アイレベルのイメージ 
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エ 駐車場検討案 

・駐車場台数は北側敷地を含め120台程度を確保する。 

・車いす駐車場は各福祉関係の法令を満たす計画とする。（120台の場合3台必要） 

・上下水道局施設は現状のままとする。（副受水槽は除く） 

・副受水槽、駐輪場は撤去可能。（但し副受水槽撤去に伴う改修は必要） 

・東道路からの大型バスの進入、旋回、一時停車を可能とする。 

 

 
図 16 駐車場配置図 
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オ ワークショップ棟（食堂棟）検討案 

・講座内容や参加人数に応じてフレキシブルに活用できるようにする。 

・火や水を使用したプログラムができるようにする。 

・災害時の文化財レスキューに対応する。 

・プロジェクター、スクリーンを設置する。 

・40～60人が利用できるようにする。 

 

図 17 食堂棟（既存）平面図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18 ワークショップ棟平面図 
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（２）本館 

ア 建築 

（ア）建築改修計画 

ａ 自然災害への対応 

・地震、風水害などの自然災害から資料を確実に守り、後世へ伝えるための保管環

境を整備する。 

・耐震構造などにも配慮した改修を検討し、Is値0.7以上を目指すとともに、来館

者の安全性に十分配慮した施設とする。 

 

ｂ 防火・防犯 

・資料保護のため、防火、防犯に配慮して収蔵庫や資料の搬入･搬出経路を整備す

る。 

・自動火災報知設備、消火設備、炎センサー等の総合的な防災設備を整備、延焼防

止のための耐火構造にも配慮した改修を行う。 

・施錠設備、防犯カメラ、防犯センサー、防犯灯などの適切な防犯機器を整備する。 

  

ｃ バリアフリー、ユニバーサルデザイン 

・改修に伴い、すべての人が利用しやすいよう、ユニバーサルデザインとする。 

・車いすが安全に走行できるよう段差を解消し、通路幅を確保するとともに、案内

表示や展示ケースなどを視認しやすい高さに整備する。 

 

ｄ 構造 

・診断方法は2次診断にて行い、目標Is値は0.7とする。 

・意匠計画への影響を最小限とする補強計画とする。 

 

ｅ 外壁 

・象徴的で重厚さがあり、信頼感へと繋がる外壁の表情を創出する。 

 

ｆ 内装 

・来館者が気兼ねなく入れる様、明るく開放的で親しみを寄せられる内装とする。 
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（イ）ゾーニング 

ａ 地下 1階、地下 2階 

 
図 19 地下 1 階、地下 2階ゾーニング図 
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ｂ 1階、中 2階 

 
図 20  1階、中 2階ゾーニング図 
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ｃ 2階、3階 

 
図 21 2階、3階ゾーニング図 
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ｄ 4階、断面イメージ 

 
図 22 4階、断面イメージ 
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イ 電気設備・機械設備改修計画 

（ア）安全性 

・バリアフリー、ユニバーサルデザインに配慮し、利用者の快適性と運用者の安全

性が確保しやすい環境となる設備計画とする。各設備機器の耐震支持や天井設置

する照明や空調等の落下防止に努め、安全性を高めた計画とする。 

・改修に際して監視カメラ設備、入退室管理設備等の防犯設備の更なる増強を図り、

展示物及び保管物等を安全に維持管理できるようにする。 

・施設運営者にとっても操作性に優れ、安全な運用ができる計画とする。 

 

（イ）機能性 

・博物館の各諸室に求められる機能水準を満足する電気設備、及び機械設備のシス

テムの構築を図る。 

・メンテナンス性に配慮し、かつ館の運営効率や来館者の快適性の向上に資するよ

う、各種システムを構築する。 

・収蔵庫及び展示室内においては文化庁の「文化庁文化財公開施設の計画に関する

指針」を遵守し、設備計画を検討する。また、展示設計・工事と密に連携を取り、

適切な機器配置を行う。 

 

（ウ）快適性 

・博物館の展示に適切な光環境を構築し、各所室には部屋の用途に応じた適正な照

明器具を選定する。 

・照度基準（JIS Z 9110:2010）に適合させて快適な光環境を構築する。 

・適切な温熱環境及び空気清浄度を確保し、快適な室環境を計画する。 

・展示室では適正な温湿度、気流の設定により鑑賞に支障のない計画とする。 

 

（エ）経済性 

・費用対効果を考慮した機器の導入を行い、イニシャル・ランニングコストの削減

に努める。 

・既製品や汎用品を採用することでイニシャルコストを低減し、将来の更新にも配

慮した計画とする。 

・工事後40年にわたって継続する計画であることを踏まえ、ライフサイクルコスト

を十分に配慮した設備とする。 

 

（オ）環境への配慮 

・環境対応型の機器や部材を採用して環境負荷低減に努める。 

・館内の照明にはLED機器、廊下やトイレ等は各種センサー式の照明器具、節水型

の衛生器具の選定等を行い、省エネルギー化及び環境負荷低減に配慮する。 
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ウ 展示計画 

（ア）常設展示室 

図 23 既存図と改修案 
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（イ）特別展示室 

図 24 既存図と改修案 
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（ウ）時事展示室 

図 25 改修案 
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エ 収蔵計画 

（ア）本館各収蔵庫の収蔵計画 

・改修後の本館収蔵スペースは現状と同等の面積を確保する。現状の不足分及び将

来収集分については、別途スペースの確保を行う。 

・各収蔵庫については現状の収蔵庫の配置をベースに、改修後の資料の構成につい

て見直しを行い、必要な各種設備の再整備を実施する。 

・改修にあたっては「文化財公開施設の計画に関する指針（文化庁文化財保護部 

平成7年8月）」及び各種法令に準拠した計画とする。 

 
表 12 各収蔵庫の収蔵計画 

区 分 収蔵計画  

第 1 収蔵 庫 

（ 民 俗 ）  

・現第 1収蔵庫を再整備。主に現状の荷解スペース等に

保管されている下之一色漁具等と中心とした民俗資料

の保管を行う。 

第 2 収蔵 庫 

（ 民 俗 ）  

・現第 2収蔵庫を再整備。主に現状の第 2収蔵庫、第 3

収蔵庫、一時保管庫、荷受室、荷解室、民俗作業室、

旧ビデオミュージアム、記録室等に保管されている民

俗資料の集約保管を行う。 

第 3 収蔵 庫 

（考古・民俗） 

・現第 3収蔵庫を再整備。主に現状の第 3収蔵庫に保管

されている資料の保管を継続。カメラやフィルム資料

等低湿環境の保管が望ましいものは第 7収蔵庫へ移

管。 

第 4 収蔵 庫 

（ 寄 託 ）  

・現第 4収蔵庫を再整備。主に現状の第 4収蔵庫に保管

されている寄託資料の保管を行う。現状の一時保管と

しての利用スペースは、地階の一時保管庫（展示収蔵

庫）にスペースを確保。 

第 5 収蔵 庫 

（美術・工芸） 

・現第 5収蔵庫を再整備。主に現状の第 5収蔵庫、第 4

収蔵庫（一時保管スペース）、美工作業室等に保管さ

れている美術工芸資料の集約保管を行う。 

第 6 収蔵 庫 

（ 文 典 ）  

・現状の第 6収蔵庫を拡張再整備。主に現状の第 6収蔵

庫、文書作業室、記録室、旧ビデオミュージアム等に

保管されている文書関連資料の集約保管を行う。研究

図書は地下 1階の第 3収蔵庫へ移管。 

第 7 収蔵 庫 

（低湿度 ） 

・4階に新たに新設整備。主に現状の第 3収蔵庫、第 6

収蔵庫、カード室等に保管されているフィルム関連資

料を中心に、低湿度環境が望ましい資料の集約保管を

行う。 

一時保管 庫 

（展示収蔵庫） 

・地下 1階の現一時保管スペースを一時保管庫として再

整備。主に借用資料の一時保管、シーズニングを行

う。 
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（イ）保管環境整備方針 

・各収蔵庫の改修にかかる収蔵計画を踏まえ、各種設備、内装・建具、収蔵什器等

について再整備を行う。 

・収蔵庫再整備に関する各種設備及び内装・建具については、老朽化等の現状を踏

まえ原則全面改修とする。 

 

ａ 収蔵庫基本内装 

・前室と収蔵庫の床高さはフラットとする。天井高については現状同等とするが、

現状で天井高の低い4階収蔵庫については、現状より50㎜以上（2300㎜程度）有

効天井高を確保できるよう、設計段階で空調設備の詳細と併せて検討を行う。 

・文化財収蔵庫として一定の断熱性（断熱材や空気層）、気密性（不透湿性）、調

湿性のある建材を効果的に組み合わせた計画とし、収蔵資料の分類種別・素材特

性等に応じて、空調設備仕様とあわせ、適正な仕様（グレード）の想定を行う。 

・温湿負荷の大きい外壁に面する壁については、断熱性を考慮し空気層を設けた二

重壁構造とし、点検口による点検が可能な仕様とする。外壁に面しない内部間仕

切り壁についても、躯体の枯らし等を考慮し最低限の通気スペースを確保した計

画とする。 

・収蔵庫の内装に用いる材料は、有機酸などの文化財有害ガス発生の極力少ないも

のを使用する。また掃除や点検、虫の発見しやすさも考慮した明るい色調を基本

とする。 

・床材については、収蔵資料に応じ掃除やIPM管理のしやすさ、耐薬品性、土足や

台車利用など庫内での運用管理を考慮した計画とする。 

 

〈各収蔵庫グレードと仕様〉 

グレードA：第4・第5・第6収蔵庫、一時保管庫（展示収蔵庫） 

グレードB：第1・第2・第3・第7収蔵庫 

グレードC：仮保管室 
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表 13 収蔵庫グレード毎仕様一覧表 

区 分 A B C 

仕様概要 指定文化財等の貴重

資料を保管するハイ

グレード仕様。床・

壁・天井共に空気層

と断熱・不透湿性能

を確保した上で、壁

面には高性能調湿パ

ネルを整備。床はフ

ローリング。 

Aとほぼ同等の仕様

をベースに、収蔵す

る資料の特性を踏ま

え、床の仕上げ材を

長尺シートへ変更。

床材の調湿性は落ち

るが、掃除やIPM管

理等のしやすさを考

慮した仕様。台車等

の利用時も床に傷が

つくにくい。 

除湿管理（カビの防

除）を中心とした保

管庫の仕様。最低限

の調湿性能と躯体か

らの湿気や有害ガス

を防ぐ不透湿層を確

保。断熱層の設置は

ないため、必要に応

じて建築躯体での対

応検討要。 

内
装
材 

床 

下地 

鋼製根太組+断熱パ

ネル+合板+不透湿合

板 

鋼製根太組+断熱パ

ネル+合板+不透湿合

板 

鋼製根太組+合板+ 

不透湿合板 

仕上 
無垢材フローリング
素地仕上 

重歩行用単層長尺シ
ート 

重歩行用単層長尺シ
ート 

壁 

下地 
軽量鉄骨壁下地+断
熱パネル+不透湿パ
ネル 

軽量鉄骨壁下地+断
熱パネル+不透湿パ
ネル 

軽量鉄骨壁下地+ 
不透湿パネル 

仕上 
調湿パネル 
（ハイグレード） 

調湿パネル 
（中グレード） 

調湿パネル（低グレ
ード）+透湿性ビニ
ルクロス 

天井 

下地 
軽量鉄骨下地+断熱
パネル+不透湿パネ
ル 

軽量鉄骨下地+断熱
パネル+不透湿パネ
ル 

軽量鉄骨下地+不透
湿パネル 

仕上 調湿性岩綿吸音板 調湿性岩綿吸音板 岩綿吸音板 

 

 

ｂ 収蔵庫扉・建具 

・収蔵庫の出入口扉は設置する区画壁の性能を踏まえ防犯性および耐火性能、断

熱・気密性能の高い仕様とする。 

・資料の搬出入時に簡易的に空気を遮断できる木製引戸（設置場所に応じ片引戸、

両開き戸も検討）による内扉の計画を行う。 
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〈各収蔵庫扉の仕様〉 

前室入口扉：収蔵庫専用扉（日本セーフ・ファニチュア共同組合連合会基準／

2時間耐火仕様） 

前室－収蔵庫入口扉：断熱気密扉（グレモン錠による気密仕様／床面フラット

仕様） 

※ただし、4階第4収蔵庫・第5収蔵庫とその前室に関しては、前室の運用を踏

まえ、前室入口扉を断熱気密扉とし、前室─収蔵庫入口扉を収蔵庫専用扉と

する。 

 

 

ｃ 各種建築設備 

（ａ）空調・換気設備 

・収蔵する資料の種別や材質にあわせ、適正な温度・湿度環境の管理が可能な空調

設備の設置を行う。 

・温湿度の制御に関しては、環境負荷の低減に配慮した恒温恒湿制御による。ただ

し湿度は通年で一定とするが、温度については外部との気温差を考慮し季節ごと

に緩やかに調整も可能な計画とする。24時間自動運転を基本とするが、運用に応

じて時間運転、季節運転なども可能な仕様とする。 

・二重壁内の汚染空気や虫菌の庫内への還流・侵入や壁内の結露リスクへの配慮か

ら、庫内は直接二重壁内及び二重壁内と連続する天井裏空間とガラリ等で接続し

ない個別の空調区画とし、二重壁内と連続する天井裏に枯らしの促進及び湿気溜

まりの解消を目的とした換気設備の設置を行う。 

・フィルター設備を適正に計画し、外部からの排気ガスや塵埃、虫菌の侵入防止に

配慮した仕様とし、ケミカルフィルターの設置により有機酸やアンモニアなどの

文化財有害ガスを除去可能なものとする。 

 

（ｂ）消防設備 

・消防法に準拠し適正な消防設備の設置を行う。収蔵庫および一時保管庫などにつ

いては、消火時に水損のリスクのないガス系消火設備を導入する。 

・ガス消火設備の種類については、ハロン1301とする。 

 

（ｃ）防犯設備 

・収蔵庫の入口は原則一か所とし、入口には耐工具強度などを備えた防犯性能の高

い収蔵庫専用扉を設置する。 

・有人巡回、防犯カメラ、機械警備などにより、収蔵庫単体だけでなく、施設全体

として総合的に高いセキュリティを確保する。 

 

（ｄ）照明・コンセント設備 

・収蔵庫の照明設備は、文化財IPMの観点から掃除や点検時の視認性を高めるため、

500ルクス程度の照度を確保した計画とする。また、資料の色の見え方にも配慮

し、展示室や展示準備室、調査研究室等と光源の色温度に近い器具仕様とする。 

・照明器具は、紫外線の発生のないLEDとする。 
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・コンセント設備については、トラッキングなどによる出火リスクを避けるため、

前室などに通電のON/OFFスイッチを設け、退出時に通電を切ることができる仕様

とする。 

 

（ｅ）通信設備 

・データベースとつなげるため前室にLAN設備を備える。 

 

ｄ 収蔵什器 

・収納する資料の形状、寸法、材質、収納容器などの特性に応じた収蔵什器の再整

備を行う。 

・什器の仕様は資料の出し入れの容易さに加え、出し入れ時の運用者の安全性にも

十分に配慮した計画とする。 

・新設する収蔵什器に用いる塗料や木材は文化財有害ガス発生の極力少ないものを

使用する。 

・収蔵什器のレイアウトは、カビの抑制や清掃・点検のしやすさを考慮し、収蔵庫

内の空気循環を妨げない配置とし、各種建築設備の位置と干渉しないよう調整を

行う。 

・地震対策として、収蔵什器の転倒防止対策を行う。什器は建築の床壁等に適正に

固定し、什器同士については上下連結、頭繋ぎ等を実施する。壁面メッシュパネ

ル等、壁に直接荷重がかかる収蔵什器を設置する場合は、設置壁面の下地補強を

行うこととする。 

・資料の収蔵什器からの落下・飛び出し防止のため、落下防止措置を行う。 

・中2階設備（メザニン）や可動式集密棚は、増床や既存構造への床荷重増から新

規の設置は行わない。 
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（３）本館改修に伴う資料の退避計画 

ア 本館改修工事期間中の資料退避計画 

（ア）資料退避方針 

・全収蔵庫の各種設備・内装の老朽化に伴う全面的な改修の必要性から、改修工事

着工前に本館に保管されている資料については、全て館外施設に退避を行う。 

・退避した資料は、本館収蔵庫へ再収蔵を行うが、必要に応じて館外施設への保管

を行う 

 

（イ）資料退避計画 

・収蔵する資料については、下表のとおり退避を行う。 

・常設展示室やロビーに設置の大型資料や複製資料、図書資料についても、必要な

保管環境に配慮した移設計画とする。 

 
表 14 退避先と退避想定資料 

区 分 退避想定資料 

東 館 

下記資料を除き、原則現状館内に保管されている

全ての資料 

（第 2～6 収蔵庫、常設展示室、ビデオミュージア

ム、各種作業室、荷解室、廊下等への仮保管資料

含む） 

蓬左文庫収蔵庫 国宝・重要文化財 

中土木事務所の一部を改修 
第 1 収蔵庫、考古作業室に保管されている考古資

料（出土品） 

民間倉庫 
レプリカ（複製資料）、模造資料、ロビー等の大

型資料、図書資料等 
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イ 東側敷地の東館建設計画 

（ア）東館の整備 

・東側隣地の南側には工事期間中の資料の退避先として東館の整備を行う。 

・収蔵庫の収蔵面積は、約2,650㎡を確保した計画とする。 

・収蔵庫は資料を保管する場所として適正な性能・仕様を確保する。 

・建設工期及び枯らし期間を短縮するため、躯体構造は鉄骨造とし、耐火壁や床材

はALCパネル（耐荷重500㎏/㎡以上）を活用する。 

 
表 15 東館に収蔵する資料 

区 分 保管資料 主な現保管場所 

収蔵庫（民俗） 各収蔵庫及び常設展示室他

館内各所に分散保管されて

いる民俗資料を保管。 

第 1 収蔵庫、第 2 収蔵庫、

第 3 収蔵庫、荷解室、民俗

作業室、ビデオミュージア

ム、くらし倉庫、常設展示

室（実物資料）等 

収蔵庫（考古） 現第 3 収蔵庫の考古資料

（寄贈資料や修理済資料等

の温湿度管理の必要なも

の）を保管。 

第 3 収蔵庫、常設展示室

（実物資料）等 

収蔵庫（寄託） 現第 4 収蔵庫を中心とした

寄託資料を保管 

第 4 収蔵庫、常設展示室

（実物資料）等 

収蔵庫（美術・ 

工芸） 

現第 5 収蔵庫を中心とした

美術・工芸資料を中心に保

管。 

第 5 収蔵庫、第 4 収蔵庫

（一時保管スペース）、美

工作業室、常設展示室（実

物資料）等 

収蔵庫（文典） 現第 6 収蔵庫及び館内各所

に分散保管されている文典

資料を保管。 

第 6 収蔵庫、文典作業室、

ビデオミュージアム、カー

ド記録室、常設展示室（実

物資料）等 

 

 

（イ）既存建物の執務スペースへの改修 

・博物館総務課、学芸課の執務スペースとして旧東栄保育園仮園舎を活用する。 

・活用にあたっては、各執務室、会議室、更衣室等の必要諸室を確保する。 

 

（ウ）本館改修後の東側敷地の活用 

・東館は収蔵庫、ギャラリー、カフェ、キッズスペース等に改修する。 

・東側敷地北側は東館前庭として整備する。 
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図 26 配置イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

執務スペース 

（旧東栄保育園仮園舎改修） 

東 館 
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７ 事業手法 
（１）事業者参画可能性調査結果 

ア ヒアリング調査の対象 

本事業において発生する業務区分に応じて、合計31社、のべ39回のヒアリングを実

施した。内訳は代表企業を担う可能性のある企業（主に建設会社）13社、維持管理企

業2社、運営企業5社、メディア企業5社、隣接地活用企業6社。 
 
イ ヒアリング結果 

（ア）本事業への関心の有無 

全ての企業が「関心がある」もしくは「非常に関心がある」と回答した。 
 

表 16 本事業への関心の有無 

区  分 
非常に関心
がある 

関心がある 
あまり関心
がない 

無回答 

建設会社等・代表企業 4社 9社（8社）※ 0社（1社）※ 0社 

維 持 管 理 企 業  1社 1社 0社 0社 

運 営 企 業  2社 3社 0社 0社 

メ デ ィ ア 企 業  1社 2社 1社 1社 

隣接地活用企 業  0社 6社 0社 0社 
 

※1社は「関心がある」と「あまり関心がない」の中間という回答であった。 
 

（イ）望ましい事業スキーム 

博物館改修事業の契約手法については意見が分かれる結果となった。官民連携事

業の実績やノウハウを重視する企業はPFI-BTOや性能発注指定管理方式を、博物館

側との調整リスクを重くみる企業は性能発注や仕様発注直営方式を、それぞれ回答

する傾向にある。 

ギャラリーについては、性能発注指定管理方式もしくはPFI-BTOと目的外使用を

組み合わせるスキームが希望されている。 

※事業スキームについては複数回答を行った企業があったため、合計は異なる。 

 
表 17 本館改修＋外構再整備について望ましい事業スキーム 

区 分 PFI-BTO 
性能発注 

指定管理方式 
性能発注 
方式 

仕様発注 
直営方式 

建設会社等・代表企業 6社 7社 7社 4社 

運営企業 2社 1社 2社 2社 
 

表 18 市民ギャラリー整備について望ましい事業スキーム 

区  分 
民間が整備・所有 

ギャラリーは市がリース 
PFI-BTO 

収益施設は目的外使用 
性能発注指定管理方式 
収益施設は目的外使用 

建設会社等・代表企業 0社 7社 
8社（内 2社は性能

発注方式を希望） 

運営企業 0社 3社 2社 

隣接地活用企 業  
スキームよりも経済条件が重要。リース方式により賃料収

入が安定する可能性あり。 
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（ウ）維持管理・運営業務に関する意見 

全ての運営企業が、民間の業務範囲を広く確保することが望ましいと回答した。 

役割分担を明確にし、博物館と民間事業者の協力体制をしっかり構築すべきとの

意見が聞かれた。 

 

ａ 維持管理・運営業務に関する意見 

・役割分担を契約段階で明確にしておいてほしい。 

・役割分担の考え方が学芸員の方全員で共有されていることが重要。 

・市・事業者間の適切な連携体制の構築が重要になる。 

・指揮系統の整理が必要。 

・行政側と民間側の業務の棲み分けの整理が必要。特に学習支援業務と学芸員の活

動との連携は重要である。 

・業務の効率化や集客や魅力度向上のために民間ノウハウを活用できる。 

・学習支援業務と広報業務の連動などノウハウを活かせる。 

 

（２）定性評価 

本事業は以下に示すような特徴を有している。博物館の新設事業と比較して、民間

の創意工夫の発揮余地がやや少ないことに留意する必要がある。 

 

〈既存施設の改修事業である〉 

・既存施設の改修であるため、建物の配置計画、建物の外

形や階段位置、柱位置、階高、立面などを自由に検討・

提案することはできない。 

・基本的に、既存施設の建築的な制約のもとに設計・施工

する必要がある。 

 

〈基本計画において技術的な検討が相当程度なされている〉 

・建築計画の自由度が低いこともあり、基本計画において、

改修後の平面計画や諸室・設備のスペック等について具

体的な検討がなされている。 

・新設建物の基本計画と比べて、詳細な検討がなされてい

ると考えられる。 

 

〈運営の基幹業務は直営である〉 

・博物館運営の基幹業務である、調査・研究・収集・常設

展・特別展・教育普及の大半は直営を想定している。 

・時事展、広報、維持管理等は民間の業務範囲だが、集客

力の向上などに民間が寄与できる範囲は大きくない。 

 

 

 

  

施設整備（改修）に

おける民間事業者の

創意工夫の余地が少

ない 

維持管理・運営にお

ける民間事業者の創

意工夫の余地が少な

い 
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〈民間収益施設の導入余地が限定的である〉 

・隣接地は仮設収蔵庫と駐車場に利用する計画であり、前

庭は建物整備ができない。また本館内は飲食機能を導入

することが困難である。 

・飲食・物販など民間収益施設を導入する余地は限定的で

ある。 

 

（３）定量評価 

・与条件を元にVFMを算出した結果、性能発注指定管理方式：3.2%、PFI-RO方式： 

-0.5%、仕様発注指定管理方式：0.4%となった。現在価値換算後で、仕様発注指

定管理方式で約0.9億円、性能発注指定管理方式で約7.4億円の財政負担減が見込

まれる。 

・PFI-RO方式のVFMがマイナスになる要因としては、民間の資金調達利息が起債の

利息より高いことや、アドバイザリー費・モニタリング費の計上等が影響してい

る。 

 
表 19 VFM（整備費＋管理運営 15年） 

（百万円） 

区  分 
仕様発注 

直営方式 

仕様発注 

指定管理方式 
PFI-RO方式 

性能発注 

指定管理方式 

歳入 1,946  1,730  1,732  1,730  

 利用料金収入 1,946  1,730  1,730  1,730  

  うち時事展観覧料 （216） （―） （―） （―） 

 税収 ─  ─  2  ─  

歳出 28,795  28,470  28,656  27,715  

 設計費・整備費・工事監理費 17,671  17,671  2,370  16,906  

  うち本館改修費 （15,301） （15,301） （―） （14,536） 

  うちリース・アスベスト撤去費 （2,370） （2,370） （2,370） （2,370） 

 維持管理運営費 10,283  8,591  8,591  8,591  

 維持管理費（東館） 160  160  160  160  

 指定管理料 ─  1,289  ─  1,289  

  うち時事展観覧料による圧縮額 （―） （△216） （―） （△216） 

 サービス対価 ─  ─  17,413  ─  

うち時事展観覧料による圧縮額 （―） （―） （△216） （―） 

 起債支払い利息 681  681  ─  647  

 その他経費（アドバイザリー費・

モニタリング費） 
─  78  122  122  

公共 

負担額 

現在価値換算前 26,849  26,740  26,924  25,985  

換算後 23,515  23,421  23,635  22,773  

VFM（工事費削減率 5%） 0.4% -0.5% 3.2% 

※PFI-RO（Private Finance Initiative – Renewal Operation）は、民間事業者

が既存施設をリニューアル改修し、維持管理・運営 

※VFM（Value For Money）は、従来の仕様発注直営方式（業務委託を含む）と比

較して削減できた事業費の割合 

※時事展観覧料については、それぞれの運営方式に応じて、歳入又は歳出の圧縮

額として計上 

※仕様発注直営方式とは、整備、案内監視、清掃等の業務委託を含む 

収益事業における民

間事業者の創意工夫

の余地が少ない 
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図 27 発注方式による整備費の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）事業手法 

博物館施設の改修及び管理運営については仕様発注及び直営方式を採用する。 

 
表 20 定性評価と定量評価での比較 

区  分 内  容 

定性評価 

〇仕様発注及び直営方式の方が学芸員の専門性を活かしや

すい。 

 ・基幹業務である調査・研究・収集・常設展・特別展・ 

教育普及の大半は直営を想定しているため、管理運営 

における民間事業者の創意工夫の余地が少ない。 

・既存施設の改修であるため、建物の配置計画、外形や

階高などを自由に提案することができない。 

・資料の適切な保存管理、学芸員の専門性を活かした魅

力ある展示・学習施設を整備するため、意匠や設備に

ついて詳細に仕様を定める必要がある。 

定量評価 

〇PFI-RO方式等の利点が活かしきれない。 

・VFMについて、PFI-RO方式は△0.5％となり、性能発注

指定管理方式は3.2％であった。これに落札率を考慮

した場合、さらに差は縮まった。 

 

８ 概算整備費 
約170億円 
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９ スケジュール 
図 28 スケジュール 
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＜参考＞ 
（１）基本理念 
表 21 基本理念 10 

第 1節 基本理念 

これまで、歴史の認識は主として文字を通じてなされてきた。しかし、学校教育にお

いても、視聴覚機器の活用が当然のこととなってきたように、記録・文献による認識の

みならず、広い視野に立って体験的に理解することの有効性も確認されるようになっ

た。本市においては、名古屋市史の発行以来、最近では名古屋叢書正続編の完成など、

研究成果の発表や歴史資料の公刊が続けられている。一方、美術、考古などに関する実

物教育の機会も、常設または臨時の施設における展示・展覧会などを通じて与えられて

きた。しかし、専門の施設がなかったため、継続的に市民が利用できず、当地方の歴史

の理解や研究は、必ずしも高い水準に達しているとは言えなかった。名古屋市が建設す

る博物館は、歴史を理解しようとする市民に対し、歴史学習の機会を提供し、その活動

に資するものである。博物館が収蔵する文書・記録・遺物などを系統的に整理し、市民

の客観的判断の素材として提供し、体験的な理解より進んで、知的活動の要請に応え得

るものとしなくてはならない。これが第一の理念である。 

つぎに、この地方は、東京・大阪・京都・奈良・鎌倉の諸都市とは異なり、政治の中

心となったことはない。織田信長、豊臣秀吉もこの地に生まれながら、かれらの生涯の

重要な時期には、他の地域において活躍していた。日本列島の中央にあたる地理的条件

が、この地方を全国的な舞台に登場させるのは、慶長開府以後である。封建大名の城下

町として発足した都市は多いが、そのなかで名古屋が人口 200万を突破し、中部圏の中

核都市といわれるまでに成長したことは、この地域を日本史あるいは世界史の構成に無

視できないことを示している。この特色は、歴史を支えさらに推進した庶民の生活の営

みのなかにまで入って認識されねばならない。また、このような発展を可能とした自然

の条件を無視してはならないが、同時に太古から続けられた人間の努力のなかにはぐく

まれた歴史の条件を明らかにすべきである。名古屋市博物館は、この地方が、全国史・

世界史の構成に寄与するとともに、一つの歴史的地域を形成し、独自の歴史を持つこと

を、市民とともに考えて行くべき施設である。地域社会の過去と現在を正確に把握する

ことが第二の理念である。 

このような歴史的地域の理解は、日本史・世界史の構成に寄与すべきものであるか

ら、狭義の郷土史やお国自慢のように、単なる郷土的特色のみを重視するものではな

い。日本史・世界史も諸地域の歴史の網羅・並列によって成立するものではなく、それ

らの総合の上に立つもので、全体史も地域社会の歴史発展の中に具現されている。この

観点に関する配慮も必要であって、展示のみならず収蔵資料・参考資料の公開などあら

ゆる手段によって、歴史の全体像の理解を可能とするよう努力し、充実をはかるべきで

ある。これが第三の理念である。 

                         
10 名古屋市博物館基本構想（昭和 47年 10 月）第 3章 p6～7 より引用 
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最後に、名古屋市博物館も、名古屋市さらには日本・世界の発展とともに歴史を歩む

べきものである。完成が停滞を意味すべきではなく、つねに市民とともに発展し、市民

の要望に対応できるものでなくてはならない。従来の博物館が、時代の進展におくれ、

新しい要請に応じ得なかったことがあった事実を他山の石とし、新しい時代への能力を

そなえるべきである。これが第四の理念である。 

要するに、名古屋市博物館は、地域社会に立脚するとともに、日本史・世界史への展

望をもち、市民の要請に応えて、新しい時代における自己を認識した市民像の形成に資

することを目的とするものである。また、それは内外の来訪者に対しても、市民を代表

する名古屋市が提供すべきものでもある。 
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（２）諸室の概要 
表 22 諸室の概要 

 

○本館                            （単位：㎡） 

区   分 
面   積 

現  状 改 修 後（予定） 

常設展示室 1,868 約 2,270 

特別展示室      963 約 1,760 

時事展示室  － 約    890 

収 蔵 庫 2,223 約 2,490 

ギャラリー 1,616 － 

ライブラリー  － 約  150 

閉架書 庫   － 約   330 

展示説明室 265 － 

講   堂 378    378 

 

 〇食堂棟                           （単位：㎡） 

区   分 
面   積 

現  状 改 修 後（予定） 

ワークショップスペース － 274 

食   堂 274 － 

 

 〇東館                            （単位：㎡） 

区   分 面   積 

収 蔵 庫 約 1,270 

ギャラリー 約 1,320 

１階ホール（カフェ・キッズスペース） 約   370 
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（３）パース図 

ア 敷地等パース 

 
図 29 敷地全体鳥瞰図 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 30 北側イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 

 

イ 常設展示室イメージ図 

図 31 オープニング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 32 高蔵 1号墳石室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 33 見世物小屋 
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